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１ 目的 
  指定介護事業者（以下「事業者」という）が、サービス提供時に発生した事

故について、その内容や対応の状況を保険者に報告を行うことにより、事業者

が保険者との連携を円滑に行い、事故に対する適切な対応や再発防止策を講じ

るとともに、介護サービスの安全と質の向上を図ることを目的とする。 

 
 
２ 報告のフロー図 
   サービス提供時に事故発生  
    ・利用者の家族等への連絡 
    ・利用者に係る居宅介護支援事業者へ連絡 

 
   事業者から保険者へ電話等による報告  
    ・保険者の就業時間外で電話連絡が取れない場合においては、メール又

はＦＡＸを送信しておき、翌日早めに電話連絡するなどの対応を行う

こと。（急を要する対応が必要でない場合においては、メール又はＦ

ＡＸの報告だけでも可とする。） 
    ・事故報告書の第１報は、報告様式の１から６までの項目については可

能な限り記載し、遅くとも５日以内を目安に提出すること。 
    ・事故発生後の経過については、適宜連絡を行うこと。 
    ・必要に応じ、関係機関へ遅滞なく連絡を行うこと。 

 
   再発防止策の検討  

 
 
 
   事業者から保険者へ最終報告  
    ・再発防止検討会等が済み次第、文書、メール又はＦＡＸで最終報告を

行う。（事業所における回覧や決裁の押印は不要） 
※概ね１ヶ月以内を目安に提出すること。 

  



３ 事業者が事故報告を行う範囲 
  事業者は次の事由に該当する場合に保険者に対して報告を行うこととする。 
（１）サービスの提供による利用者の怪我又は死亡事故の発生 
   （注１）「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。 
       また、在宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいては、

利用者が事業所内にいる間は「サービスの提供中」に含まれる。 
   （注２）怪我の程度については、医療機関で受診を要したものを原則とす

る。 
   （注３）事業者側の過失の有無は問わない。 
   （注４）利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が

生じる可能性のあるときは報告すること。 
（２）職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 
   （注）利用者の処遇に関連するものに限る。（例：利用者からの預かり金

の横領、送迎時の交通事故など） 
（３）感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたとき、規定

値を超えるレジオネラ菌が検出されたとき 
   （注１）保健所等関係機関へも報告を行い、関係機関の指示に従うこと。 
   （注２）報告の範囲については、「社会福祉施設等における感染症等発生

時に係る報告について（平成 17 年老発第 0222001）」に従って報

告すること。 
   （注３）新型コロナウイルス感染症については、上記（注２）にかかわら

ず、当分の間、次により扱うこととする。 
      ア）感染者（利用者）が１名の場合であっても報告の対象とする。 
      イ）職員のみの感染は報告の対象としない。 
      ウ）感染者の指名については報告を要しない。 
   （注４）事故報告の対象とならない場合であっても「介護現場における感

染対策の手引き 第２版（令和３年３月厚生労働省老健局）」に

従い、指定権者等への報告を要するものであること。 
（４）その他、報告が必要と認められる事故の発生 

 
 ※介護事故として報告すべきか判断に迷った際は、市へ問い合わせること。 


